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た
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宅
介
護
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者
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五
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宅

サ
ー
ビ
ス
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業
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宅
サ
ー
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事
業
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出
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、
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第
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業
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行
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事

業

所

名
称
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た
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事
務
所

の
所
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地
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所
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サ
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ビ
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称
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祉
法
人

聖
康
会

弘
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字
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痴
呆
対
応

型
共
同
生

活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
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森
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祉
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人
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会

弘
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独
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山
辺
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八

三

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
こ
ば

し

青
森
市
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字
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田
川
二
六

の
六
〇
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指
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居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居
宅
サ
ー
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事
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行
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事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地
又
は

住
所

居
宅
サ
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ビ
ス
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種

類

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

社
団
法
人
青
森

県
看
護
協
会

青
森
市
中
央
三

丁
目
二
〇
の
三

〇

訪
問
看
護

ハ
ロ
ー
み
さ
わ

訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン

三
沢
市
大
町
二
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一
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四

五
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成

��
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社
団
法
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青
森

県
看
護
協
会

青
森
市
中
央
三

丁
目
二
〇
の
三

〇

訪
問
介
護

ハ
ロ
ー
み
さ
わ

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ

ー
シ
ョ
ン

三
沢
市
大
町
二

丁
目
一
三
の
四

五

〃

社
会
福
祉
法
人

藤
崎
町
社
会
福

祉
協
議
会

南
津
軽
郡
藤
崎

町
大
字
西
豊
田

一
の
三

訪
問
介
護

社
会
福
祉
法
人

藤
崎
町
社
会
福

祉
協
議
会

南
津
軽
郡
藤
崎

町
大
字
西
豊
田

一
の
三

〃

社
会
福
祉
法
人

藤
崎
町
社
会
福

祉
協
議
会

南
津
軽
郡
藤
崎

町
大
字
西
豊
田

一
の
三

訪
問
入
浴

社
会
福
祉
法
人

藤
崎
町
社
会
福

祉
協
議
会

南
津
軽
郡
藤
崎

町
大
字
西
豊
田

一
の
三

〃

社
会
福
祉
法
人

常
盤
村
社
会
福

祉
協
議
会

南
津
軽
郡
藤
崎

町
大
字
常
盤
字

富
田
七
〇
の
一

訪
問
介
護

常
盤
村
社
協
ホ

ー
ム
ヘ
ル
プ
サ

ー
ビ
ス
事
業
所

南
津
軽
郡
藤
崎

町
大
字
常
盤
字

富
田
七
〇
の
一

〃

社
会
福
祉
法
人

常
盤
村
社
会
福

祉
協
議
会

南
津
軽
郡
藤
崎

町
大
字
常
盤
字

富
田
七
〇
の
一

訪
問
入
浴

常
盤
村
社
協
訪

問
入
浴
介
護
事

業
所

南
津
軽
郡
藤
崎

町
大
字
常
盤
字

富
田
七
〇
の
一

〃

社
会
福
祉
法
人

常
盤
村
社
会
福

祉
協
議
会

南
津
軽
郡
藤
崎

町
大
字
常
盤
字

富
田
七
〇
の
一

通
所
介
護

常
盤
村
社
協
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
事
業
所

南
津
軽
郡
藤
崎

町
大
字
常
盤
字

富
田
六
七
の
一

〃

医
療
法
人
藤
仁

会

上
北
郡
七
戸
町

字
道
ノ
上
六
三

の
四

短
期
入
所

療
養
介
護

工
藤
医
院

上
北
郡
七
戸
町

字
道
ノ
上
六
三

の
四

��

･

�･

�

� �



� �

お
り
居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
八
十
五
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
七
十
九
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)
第
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
居
宅

介
護
支
援
事
業
者
か
ら
居
宅
介
護
支
援
事
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
八
十

五
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
八
十
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
百
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護

療
養
型
医
療
施
設
が
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示

す
る
。平

成
十
七
年
七
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
八
十
一
号

青
森
県
国
土
調
査
事
業
補
助
金
等
交
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
七
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
国
土
調
査
事
業
補
助
金
等
交
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
国
土
調
査
事
業
補
助
金
等
交
付
規
程(

昭
和
四
十
年
十
月
青
森
県
告
示
第
七
百
八
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

青
森
県
地
籍
調
査
事
業
負
担
金
交
付
規
程

第
一
条
中

｢

国
土
調
査
事
業｣

を

｢

地
籍
調
査
事
業

(

国
土
調
査
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百

八
十
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
地
籍
調
査
の
事
業
を
い
う
。
以
下

同
じ
。)

｣
に
改
め
、｢

補
助
金
及
び｣

を
削
る
。

第
二
条
を
削
り
、
第
二
条
の
二
を
第
二
条
と
す
る
。

第
二
条
の
三
の
見
出
し
中

｢

補
助
金
等｣

を

｢

負
担
金｣

に
改
め
、
同
条
中

｢

第
二
条
第
三
項
に

規
定
す
る
土
地
分
類
調
査
及
び
同
条
第
五
項｣

を

｢

第
二
条
第
五
項｣

に
改
め
、｢

補
助
金
及
び｣

及
び

｢(

以
下

｢

補
助
金
等｣
と
い
う
。)

｣

を
削
り
、
同
条
を
第
二
条
の
二
と
す
る
。

青 森 県 報平成17年７月８日 金曜日 第2500号 �

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

有
限
会
社
イ
リ
エ

青
森
市
大
字
安
田

字
近
野
三
六
六
の

六

居
宅
介
護
支
援
事

業
所
イ
リ
エ

青
森
市
大
字
安
田

字
近
野
三
六
六
の

六

平
成

��･

�･

��

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

医
療
法
人
正
幸
会

五
所
川
原
市
田
町

四
の
五

指
定
居
宅
介
護
支

援
セ
ン
タ
ー
つ
し

ま

五
所
川
原
市
田
町

四
の
五

平
成

��･

�･

��

社
会
福
祉
法
人
藤

崎
町
社
会
福
祉
協

議
会

南
津
軽
郡
藤
崎
町

大
字
西
豊
田
一
の

三

社
会
福
祉
法
人
藤

崎
町
社
会
福
祉
協

議
会

南
津
軽
郡
藤
崎
町

大
字
西
豊
田
一
の

三

��･

�･

��

社
会
福
祉
法
人
常

盤
村
社
会
福
祉
協

議
会

南
津
軽
郡
藤
崎
町

大
字
常
盤
字
富
田

七
〇
の
一

常
盤
村
社
協
居
宅

介
護
支
援
事
業
所

南
津
軽
郡
藤
崎
町

大
字
常
盤
字
富
田

六
七
の
一

〃

社
団
法
人
青
森
県

看
護
協
会

青
森
市
中
央
三
丁

目
二
〇
の
三
〇

ハ
ロ
ー
み
さ
わ
居

宅
介
護
支
援
事
業

所

三
沢
市
大
町
二
丁

目
一
三
の
四
五

〃

名

称

開

設

の

場

所

指
定
辞
退

年

月

日

工
藤
医
院

上
北
郡
七
戸
町
字
道
ノ
上
六
三
の
四

平
成
��･

�･

�

� �
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第 三 条 の 見 出 し 中 ｢ 補 助 金 等 ｣ を ｢ 負 担 金 ｣ に 改 め 、 同 条 中 ｢ 補 助 金 等 ｣ を ｢ 負 担

金 ｣ に 、 ｢ 別 表 ｣ を ｢ 次 の 表 ｣ に 改 め 、 同 条 に 次 の 表 を 加 え る 。

第 五 条 の 見 出 し 中 ｢ 補 助 金 等 ｣ を ｢ 負 担 金 ｣ に 改 め 、 同 条 中 ｢ 、 補 助 金 等 ｣ を ｢ 、

負 担 金 ｣ に 改 め 、 同 条 第 一 号 中 ｢ 補 助 金 等 ｣ を ｢ 負 担 金 ｣ に 、 ｢ 補 助 事 業 ｣ を ｢ 負 担

事 業 ｣ に 改 め 、 同 条 第 二 号 及 び 第 三 号 中 ｢ 補 助 事 業 ｣ を ｢ 負 担 事 業 ｣ に 改 め 、 同 条 第

四 号 中 ｢ 補 助 率 ｣ を ｢ 負 担 率 ｣ に 改 め る 。

第 六 条 中 ｢ 補 助 金 等 ｣ を ｢ 負 担 金 ｣ に 改 め る 。

第 七 条 の 見 出 し 中 ｢ 補 助 金 等 ｣ を ｢ 負 担 金 ｣ に 改 め 、 同 条 中 ｢ 補 助 金 等 ｣ を ｢ 負 担

金 ｣ に 、 ｢ 補 助 事 業 ｣ を ｢ 負 担 事 業 ｣ に 改 め る 。

第 八 条 第 一 項 中 ｢ 補 助 金 等 ｣ を ｢ 負 担 金 ｣ に 、 ｢ 補 助 金 ( 負 担 金 ) 請 求 書 ｣ を ｢ 負

担 金 請 求 書 ｣ に 改 め る 。

第 九 条 中 ｢ 補 助 金 等 ｣ を ｢ 負 担 金 ｣ に 改 め る 。

第 十 条 中 ｢ 補 助 事 業 ｣ を ｢ 負 担 事 業 ｣ に 、 ｢ 補 助 金 等 ｣ を ｢ 負 担 金 ｣ に 改 め る 。

別 表 を 削 る 。

第 一 号 様 式 中 ｢ 事業補助金 (負担金) 交付申請書｣ を ｢地籍調査事業負担

金交付申請書｣ に 、 ｢ 事業について補助金 (負担金) ｣ を ｢地籍調査事業に

ついて負担金｣ に 改 め 、 同 様 式 の 別 紙 中

｢

｣

を 削 り 、 同 別 紙 の 注 の １ 中 ｢土地分類調査事業にあつては大字の名称を､ 地籍調査事

業にあつては｣ を 削 り 、 同 注 の ３ 中 ｢青森県国土調査事業補助金等交付規程別表の補

助金等｣ を ｢青森県地籍調査事業負担金交付規程第３条の表の負担金｣ に 改 め る 。

｢ ｢

第 二 号 様 式 中 を に 改 め る 。

｣ ｣

第 三 号 様 式 中 ｢ 事業は｣ を ｢地籍調査事業は｣ に 改 め る 。

第 四 号 様 式 中 ｢ 事業変更 (中止又は廃止) 承認申請書｣ を ｢地籍調査事業

変更 (中止又は廃止) 承認申請書｣ に 、 ｢補助金 (負担金) ｣ を ｢負担金｣ に 、 ｢､ 青

森県国土調査事業補助金等交付規程｣ を ｢､ 青森県地籍調査事業負担金交付規程｣ に 、

｢ ｢

を に 改 め 、 同 様 式 の 注 の １ 中

｣ ｣

｢青森県国土調査事業補助金等交付規程｣ を ｢青森県地籍調査事業負担金交付規程｣

に 改 め る 。

第 五 号 様 式 中 ｢ 事業補助金 (負担金) 請求書｣ を ｢地籍調査事業負担金請

求書｣ に 、 ｢基づく補助金 (負担金) ｣ を ｢基づく負担金｣ に 改 め る 。

第 六 号 様 式 中 ｢ 事業遂行状況報告書｣ を ｢地籍調査事業遂行状況報告書｣

に 、 ｢補助金 (負担金) ｣ を ｢負担金｣ に 、 ｢ 事業の｣ を ｢地籍調査事業の｣ に 改

め 、 同 様 式 の 別 紙 中

｢

｣

青
森
県
報

�
�
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第
25
00
号

�

負 担 金 の 交 付 の 対 象 と な る 経 費 負 担 金 の 額

次 に 掲 げ る 測 量 等 に 要 す る 経 費

地 籍 図 根 三 角 測 量 ( Ｃ 工 程 )

地 籍 図 根 多 角 測 量 ( Ｄ 工 程 )

対 空 標 識 の 設 置 ( Ｐ Ａ 工 程 )

空 中 写 真 撮 影 ( Ｐ Ｂ 工 程 )

標 定 点 測 量 ( Ｐ Ｃ 工 程 )

空 中 三 角 測 量 ( Ｐ Ｄ ・ Ｐ Ｅ 工 程 )

図 化 ( Ｐ Ｆ 工 程 )

一 筆 地 調 査 ( Ｅ 工 程 )

地 籍 細 部 測 量 ( Ｆ 工 程 )

地 積 測 定 ( Ｇ 工 程 )

地 籍 図 及 び 地 籍 簿 の 作 成 ( Ｈ 工 程 )

当 該 経 費 の

六 分 の 五

( 市 町 村 に

あ つ て は 、

四 分 の 三 )

に 相 当 す る

額 以 内 の 額

�
�

県 補 助 金
(負担金)

県 負 担 金

補助金 (負担金) 負 担 金

計

調査地域
地 目
調査計画面積

�

面 積
円

事 業 費

円
直接経費

円
附帯経費

円
県
負 担 区 分

円
市町村等

備 考

(土地分類調査事業の場合)

(地籍調査事業の場合)

計

調査地域

円

経 費 区 分

円
直接経費

円
附帯経費

�

調査計画面積

�

出来高面積

％

進ちよく率 備 考

(土地分類調査事業の場合)

(地籍調査事業の場合)



� �

を
削
る
。

第
七
号
様
式
中

｢
事
業
実
績
報
告
書
｣

を

｢地
籍
調
査
事
業
実
績
報
告
書
｣

に
、｢補

助
金
(負
担
金
)
｣

を

｢負
担
金
｣

に
、｢

事
業
が
｣

を

｢地
籍
調
査
事
業
が
｣

に
改
め
る
。

｢
｢

第
八
号
様
式
中

を

に
改
め
、
同
様
式
の
注
の
１
中

｣
｣

｢補
助
金
(負
担
金
)
｣

を

｢負
担
金
｣

に
改
め
る
。

第
九
号
様
式
中

｢

｣

を
削
る
。附

則

こ
の
規
程
は
、
告
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
告
示
第
五
百
八
十
二
号

県
は
、
青
森
市
か
ら
、
次
の
規
約
に
よ
り
、
公
平
委
員
会
の
事
務
の
委
託
を
受
け
た
。

平
成
十
七
年
七
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
市
と
青
森
県
と
の
間
の
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
に
関
す
る
規
約

(

公
平
委
員
会
の
事
務
委
託)

第
一
条

地
方
公
務
員
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号)

第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
青
森
市

(

以
下

｢

甲｣

と
い
う
。)

は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
平
委
員
会

の
事
務
を
青
森
県

(

以
下

｢

乙｣

と
い
う
。)

に
委
託
す
る
。

(

経
費)

第
二
条

乙
が
前
条
の
規
定
に
よ
り
委
託
を
受
け
た
事
務

(

以
下

｢

委
託
事
務｣

と
い
う
。)

を
処

理
す
る
場
合
に
お
い
て
要
す
る
経
費
は
、
乙
が
支
弁
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
費
用
は
、
甲
が
負
担

す
る
。

(

そ
の
他
必
要
な
事
項)

第
三
条

こ
の
規
約
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
託
事
務
の
処
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
甲
と
乙

と
が
協
議
し
て
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
約
は
、
平
成
十
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
告
示
第
五
百
八
十
三
号

県
は
、
五
所
川
原
市
か
ら
、
次
の
規
約
に
よ
り
、
公
平
委
員
会
の
事
務
の
委
託
を
受
け
た
。

平
成
十
七
年
七
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

五
所
川
原
市
と
青
森
県
と
の
間
の
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
に
関
す
る
規
約

(

公
平
委
員
会
の
事
務
委
託)

第
一
条

地
方
公
務
員
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号)

第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
五
所
川
原
市

(

以
下

｢

甲｣

と
い
う
。)

は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
平
委

員
会
の
事
務
を
青
森
県

(

以
下

｢

乙｣

と
い
う
。)

に
委
託
す
る
。

(

経
費)

第
二
条

乙
が
前
条
の
規
定
に
よ
り
委
託
を
受
け
た
事
務

(

以
下

｢

委
託
事
務｣

と
い
う
。)

を
処

理
す
る
場
合
に
お
い
て
要
す
る
経
費
は
、
乙
が
支
弁
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
費
用
は
、
甲
が
負
担

す
る
。

(

そ
の
他
必
要
な
事
項)

第
三
条

こ
の
規
約
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
託
事
務
の
処
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
甲
と
乙

と
が
協
議
し
て
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
約
は
、
平
成
十
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
告
示
第
五
百
八
十
四
号

県
は
、
外
ヶ
浜
町
か
ら
、
次
の
規
約
に
よ
り
、
公
平
委
員
会
の
事
務
の
委
託
を
受
け
た
。

青 森 県 報平成17年７月８日 金曜日 第2500号 �� �

県
補
助
金

(負
担
金
)

県
負
担
金

計

調
査
地
域
地
目

調
査
実
績
面
積�

面
積

円 事
業

費

円
直
接
経
費

円
附
帯
経
費

円
県 負
担
区
分円

市
町
村
等

備
考

(土
地
分
類
調
査
事
業
の
場
合
)

(地
籍
調
査
事
業
の
場
合
)



� �

平
成
十
七
年
七
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

外
ヶ
浜
町
と
青
森
県
と
の
間
の
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
に
関
す
る
規
約

(

公
平
委
員
会
の
事
務
委
託)

第
一
条

地
方
公
務
員
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号)

第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
外
ヶ
浜
町

(
以
下

｢

甲｣

と
い
う
。)

は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
平
委
員

会
の
事
務
を
青
森
県

(
以
下

｢

乙｣

と
い
う
。)

に
委
託
す
る
。

(

経
費)

第
二
条

乙
が
前
条
の
規
定
に
よ
り
委
託
を
受
け
た
事
務

(

以
下

｢

委
託
事
務｣

と
い
う
。)

を
処

理
す
る
場
合
に
お
い
て
要
す
る
経
費
は
、
乙
が
支
弁
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
費
用
は
、
甲
が
負
担

す
る
。

(

そ
の
他
必
要
な
事
項)

第
三
条

こ
の
規
約
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
託
事
務
の
処
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
甲
と
乙

と
が
協
議
し
て
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
約
は
、
平
成
十
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
告
示
第
五
百
八
十
五
号

県
は
、
深
浦
町
か
ら
、
次
の
規
約
に
よ
り
、
公
平
委
員
会
の
事
務
の
委
託
を
受
け
た
。

平
成
十
七
年
七
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

深
浦
町
と
青
森
県
と
の
間
の
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
に
関
す
る
規
約

(

公
平
委
員
会
の
事
務
委
託)

第
一
条

地
方
公
務
員
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号)

第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
深
浦
町

(

以
下

｢

甲｣

と
い
う
。)

は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
平
委
員
会

の
事
務
を
青
森
県

(

以
下

｢

乙｣

と
い
う
。)

に
委
託
す
る
。

(

経
費)

第
二
条

乙
が
前
条
の
規
定
に
よ
り
委
託
を
受
け
た
事
務

(

以
下

｢

委
託
事
務｣

と
い
う
。)

を
処

理
す
る
場
合
に
お
い
て
要
す
る
経
費
は
、
乙
が
支
弁
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
費
用
は
、
甲
が
負
担

す
る
。

(

そ
の
他
必
要
な
事
項)

第
三
条

こ
の
規
約
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
託
事
務
の
処
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
甲
と
乙

と
が
協
議
し
て
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
約
は
、
平
成
十
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
告
示
第
五
百
八
十
六
号

県
は
、
藤
崎
町
か
ら
、
次
の
規
約
に
よ
り
、
公
平
委
員
会
の
事
務
の
委
託
を
受
け
た
。

平
成
十
七
年
七
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

藤
崎
町
と
青
森
県
と
の
間
の
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
に
関
す
る
規
約

(

公
平
委
員
会
の
事
務
委
託)

第
一
条

地
方
公
務
員
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号)

第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
藤
崎
町

(

以
下

｢

甲｣

と
い
う
。)

は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
平
委
員
会

の
事
務
を
青
森
県

(

以
下

｢

乙｣

と
い
う
。)

に
委
託
す
る
。

(

経
費)

第
二
条

乙
が
前
条
の
規
定
に
よ
り
委
託
を
受
け
た
事
務

(

以
下

｢

委
託
事
務｣

と
い
う
。)

を
処

理
す
る
場
合
に
お
い
て
要
す
る
経
費
は
、
乙
が
支
弁
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
費
用
は
、
甲
が
負
担

す
る
。

(

そ
の
他
必
要
な
事
項)

第
三
条

こ
の
規
約
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
託
事
務
の
処
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
甲
と
乙

と
が
協
議
し
て
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
約
は
、
平
成
十
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
告
示
第
五
百
八
十
七
号

県
は
、
中
泊
町
か
ら
、
次
の
規
約
に
よ
り
、
公
平
委
員
会
の
事
務
の
委
託
を
受
け
た
。

青 森 県 報������	
� �� 第2500号�� �
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平
成
十
七
年
七
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

中
泊
町
と
青
森
県
と
の
間
の
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
に
関
す
る
規
約

(

公
平
委
員
会
の
事
務
委
託)

第
一
条

地
方
公
務
員
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号)

第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
中
泊
町

(
以
下

｢

甲｣

と
い
う
。)

は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
平
委
員
会

の
事
務
を
青
森
県

(

以
下

｢
乙｣

と
い
う
。)

に
委
託
す
る
。

(

経
費)

第
二
条

乙
が
前
条
の
規
定
に
よ
り
委
託
を
受
け
た
事
務

(

以
下

｢

委
託
事
務｣

と
い
う
。)

を
処

理
す
る
場
合
に
お
い
て
要
す
る
経
費
は
、
乙
が
支
弁
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
費
用
は
、
甲
が
負
担

す
る
。

(

そ
の
他
必
要
な
事
項)

第
三
条

こ
の
規
約
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
託
事
務
の
処
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
甲
と
乙

と
が
協
議
し
て
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
約
は
、
平
成
十
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
告
示
第
五
百
八
十
八
号

県
は
、
七
戸
町
か
ら
、
次
の
規
約
に
よ
り
、
公
平
委
員
会
の
事
務
の
委
託
を
受
け
た
。

平
成
十
七
年
七
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

七
戸
町
と
青
森
県
と
の
間
の
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
に
関
す
る
規
約

(

公
平
委
員
会
の
事
務
委
託)

第
一
条

地
方
公
務
員
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号)

第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
七
戸
町

(

以
下

｢

甲｣

と
い
う
。)

は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
平
委
員
会

の
事
務
を
青
森
県

(

以
下

｢

乙｣

と
い
う
。)

に
委
託
す
る
。

(

経
費)

第
二
条

乙
が
前
条
の
規
定
に
よ
り
委
託
を
受
け
た
事
務

(

以
下

｢

委
託
事
務｣

と
い
う
。)

を
処

理
す
る
場
合
に
お
い
て
要
す
る
経
費
は
、
乙
が
支
弁
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
費
用
は
、
甲
が
負
担

す
る
。

(

そ
の
他
必
要
な
事
項)

第
三
条

こ
の
規
約
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
託
事
務
の
処
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
甲
と
乙

と
が
協
議
し
て
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
約
は
、
平
成
十
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
告
示
第
五
百
八
十
九
号

県
は
、
東
北
町
か
ら
、
次
の
規
約
に
よ
り
、
公
平
委
員
会
の
事
務
の
委
託
を
受
け
た
。

平
成
十
七
年
七
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

東
北
町
と
青
森
県
と
の
間
の
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
に
関
す
る
規
約

(

公
平
委
員
会
の
事
務
委
託)

第
一
条

地
方
公
務
員
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号)

第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
東
北
町

(

以
下

｢

甲｣

と
い
う
。)

は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
平
委
員
会

の
事
務
を
青
森
県

(

以
下

｢

乙｣

と
い
う
。)

に
委
託
す
る
。

(

経
費)

第
二
条

乙
が
前
条
の
規
定
に
よ
り
委
託
を
受
け
た
事
務

(

以
下

｢

委
託
事
務｣

と
い
う
。)

を
処

理
す
る
場
合
に
お
い
て
要
す
る
経
費
は
、
乙
が
支
弁
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
費
用
は
、
甲
が
負
担

す
る
。

(

そ
の
他
必
要
な
事
項)

第
三
条

こ
の
規
約
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
託
事
務
の
処
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
甲
と
乙

と
が
協
議
し
て
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
約
は
、
平
成
十
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

告

青 森 県 報平成17年７月８日 金曜日 第2500号 �� �
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特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
七
年
六
月
十
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
あ
お
も
り
Ｎ
Ｐ
Ｏ
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

三

代
表
者
の
氏
名

有
谷

昭
男

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

青
森
市

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
広
く
市
民
活
動
を
行
う
個
人
或
い
は
団
体
を
支
援
す
る
こ
と
に
よ
り
、
市
民
の

自
己
決
定
と
自
己
責
任
に
基
づ
く
自
立
性
の
あ
る
市
民
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。大

規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公

告
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

十
和
田
元
町
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

十
和
田
市
元
町
東
一
丁
目
六
の
一
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

１

株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

宮
城
県
仙
台
市
宮
城
野
区
榴
岡
一
丁
目
七
の
一
〇

代
表
取
締
役
社
長

井
上
元
延

２

ホ
ー
マ
ッ
ク
株
式
会
社

北
海
道
札
幌
市
厚
別
区
厚
別
中
央
三
条
二
丁
目
一
の
四
一

代
表
取
締
役
社
長

前
田
勝
敏

３

株
式
会
社
コ
ナ
カ

神
奈
川
県
横
浜
市
戸
塚
区
品
濃
町
五
一
七
の
二

代
表
取
締
役
社
長

岸
下
武
雄

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

１

株
式
会
社
エ
コ
プ
ラ
ス

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
〇
八

代
表
取
締
役
社
長

井
上
元
延

２

株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

宮
城
県
仙
台
市
宮
城
野
区
榴
岡
一
丁
目
七
の
一
〇

代
表
取
締
役
社
長

井
上
元
延

３

ホ
ー
マ
ッ
ク
株
式
会
社

北
海
道
札
幌
市
厚
別
区
厚
別
中
央
三
条
二
丁
目
一
の
四
一

代
表
取
締
役
社
長

前
田
勝
敏

４

株
式
会
社
コ
ナ
カ

神
奈
川
県
横
浜
市
戸
塚
区
品
濃
町
五
一
七
の
二

代
表
取
締
役
社
長

岸
下
武
雄

四

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

平
成
十
八
年
三
月
一
日

五

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

一
〇
、
七
七
一
平
方
メ
ー
ト
ル

六

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

１

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

八
五
六
台

(

位
置
は
、
届
出
書
添
付
図
面
の
と
お
り)

２

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

青 森 県 報������	
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二
四
五
台

(

位
置
は
、
届
出
書
添
付
図
面
の
と
お
り)

３

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

四
八
三
平
方
メ
ー
ト
ル

(

位
置
は
、
届
出
書
添
付
図
面
の
と
お
り)

４

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

九
八
立
方
メ
ー
ト
ル

(

位
置
は
、
届
出
書
添
付
図
面
の
と
お
り)

七

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

�

株
式
会
社
エ
コ
プ
ラ
ス

開
店
時
刻

午
前
九
時

閉
店
時
刻

午
前
零
時

�

株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

(
ワ
ン
ダ
ー
グ
ー)

開
店
時
刻

午
前
九
時

閉
店
時
刻

午
前
零
時

�

株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

(

ミ
ス
タ
ー
コ
ン
セ
ン
ト)

開
店
時
刻

午
前
十
時

閉
店
時
刻

午
後
八
時

�

株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

(

ス
ー
パ
ー
デ
ン
コ
ー
ド
ー)

開
店
時
刻

午
前
十
時

閉
店
時
刻

午
前
零
時

�

ホ
ー
マ
ッ
ク
株
式
会
社

開
店
時
刻

午
前
七
時
三
十
分

閉
店
時
刻

午
後
九
時

�

株
式
会
社
コ
ナ
カ

開
店
時
刻

午
前
十
時

閉
店
時
刻

午
後
八
時

２

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
七
時
か
ら
午
前
零
時
三
十
分
ま
で

３

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

七
か
所

(

位
置
は
、
届
出
書
添
付
図
面
の
と
お
り)

４

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
六
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で

八

届
出
年
月
日

平
成
十
七
年
六
月
二
十
九
日

九

届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
十
和
田
市
役
所

２

期
間

平
成
十
七
年
七
月
八
日
か
ら
同
年
十
一
月
八
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
十
和
田
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

十

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
十
七
年
十
一
月
八
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町

村
か
ら
聴
取
し
た
意
見
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
幸
畑
店

青
森
市
幸
畑
三
丁
目
一
の
八

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
東
北
株
式
会
社

秋
田
県
秋
田
市
土
崎
港
北
一
丁
目
六
の
二
五

代
表
取
締
役

反
田
悦
生
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三

青
森
市
の
意
見
の
概
要

意
見
な
し

四

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ

き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
の
意
見
の
概
要

１

意
見
を
有
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所

土
田

研
一

青
森
市
幸
畑
三
丁
目
一
二
の
一
二

２

意
見
の
概
要

現
在
店
舗
の
西
側
に
あ
る
荷
さ
ば
き
場
を
東
側
に
移
設
す
る
こ
と
に
対
す
る
要
望

荷
さ
ば
き
施
設
は
荷
さ
ば
き
車
両
が
店
舗
の
敷
地
内
で
転
回
可
能
な
場
所
に
お
願
い
し
た
い
。

理
由

�

店
舗
の
東
側
は
閑
静
な
専
用
住
宅
地
で
あ
り
、
荷
さ
ば
き
車
両
の
騒
音

(

バ
ッ
ク
ホ
ー
ン

の
連
続
音)

が
鳴
り
渡
る
の
は
困
る
。

�

店
舗
の
東
側
の
道
路

(

市
道
幸
畑
団
地
七
一
号
線)

は
バ
ス
停

(

市
営
バ
ス
幸
畑
団
地
線

の
発
着
点)

が
近
い
こ
と
も
あ
っ
て
老
人
、
幼
児
等
の
通
行
量
が
多
く
荷
さ
ば
き
大
型
車
両

の
通
行
、
転
回
は
交
通
安
全
上
不
安
が
あ
る
。

五

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
青
森
市
役
所

２

期
間

平
成
十
七
年
七
月
八
日
か
ら
同
年
八
月
八
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
青
森
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
市
浦

村
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
十
七
年
六
月
三
十
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

土
地
立
入
の
許
可

東
北
電
力
株
式
会
社
に
対
し
て
、
土
地
収
用
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
十
一

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
土
地
立
入
の
許
可
を
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

起
業
者
の
名
称

東
北
電
力
株
式
会
社

二

事
業
の
種
類

１
５
４
ｋ
Ｖ
北
津
軽
支
線
青
森

(

変)

引
込
工
事

三

立
ち
入
ろ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

四

立
ち
入
ろ
う
と
す
る
期
間

平
成
十
七
年
七
月
十
五
日
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

出

先

機

関

む
つ
県
土
整
備
事
務
所
告
示
第
五
号

建
築
基
準
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号)

第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
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市
町
村
名

大

字

名

字

名

青

森

市

高

田

朝
日
山

岩

渡

熊
沢
、
小
谷
、
イ
カ
マ
リ

細

越

外
長
沢

鶴

ケ

坂

早
稲
田
、
山
本
、
川
合

� �



次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則

(

昭
和
三
十
六
年
二

月
青
森
県
規
則
第
二
十
号)

第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
建
築
住
宅
課
、
む
つ
県
土
整
備
事
務
所
及
び
む

つ
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
八
日

む
つ
県
土
整
備
事
務
所
長

木

村

正

博
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位

置

延

長

幅

員

指

定

年
月
日

む
つ
市
下
北
町
七
七
の

四

五
七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

六
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

六
・
一
一
メ
ー
ト
ル
ま
で

平
成

��

･

�･

��

� �

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


